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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者毎に、複数の対象者が参加する第１の事象に関する文書における履歴を抽出する
抽出手段と、
　前記抽出手段によって抽出された履歴に基づいて、前記第１の事象までの期間における
前記文書に関する第２の事象間の時間である第１の情報、前記文書に関する外部からの第
３の事象の回数である第２の情報、及び、該第１の事象に用いられた文書数と該第１の事
象によって生成された文書数である第３の情報を提示する提示手段
　を具備し、
　前記提示手段は、前記第１の事象を示す図形と前記対象者毎に区切られた領域に文書の
履歴を時系列で提示し、該領域上に、前記第１の情報、前記第２の情報又は前記第３の情
報を提示し、
　未来に向けて必要な事象を第４の事象とし、前記第１の事象と該第４の事象は、木構造
を形成しており、該第４の事象に対応付ける対象者を、該第４の事象の上位にある第１の
事象の対象者から選択できるようにする
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第２の情報として、前記対象者が前記文書に対して処理をするにあたって、過去の
情報の参照又は他の対象者から情報を得ることを計数した回数を用いる
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
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【請求項３】
　コンピュータを、
　対象者毎に、複数の対象者が参加する第１の事象に関する文書における履歴を抽出する
抽出手段と、
　前記抽出手段によって抽出された履歴に基づいて、前記第１の事象までの期間における
前記文書に関する第２の事象間の時間である第１の情報、前記文書に関する外部からの第
３の事象の回数である第２の情報、及び、該第１の事象に用いられた文書数と該第１の事
象によって生成された文書数である第３の情報を提示する提示手段
　として機能させ、
　前記提示手段は、前記第１の事象を示す図形と前記対象者毎に区切られた領域に文書の
履歴を時系列で提示し、該領域上に、前記第１の情報、前記第２の情報又は前記第３の情
報を提示し、
　未来に向けて必要な事象を第４の事象とし、前記第１の事象と該第４の事象は、木構造
を形成しており、該第４の事象に対応付ける対象者を、該第４の事象の上位にある第１の
事象の対象者から選択できるようにする
　情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、会議における参加メンバーの文書データベースに対するアクセス状況
分析を行う構成を提供することを課題とし、会議情報と文書管理システムに対するアクセ
スログを適用した分析によって、会議での文書利用状況を分析し、会議開催時間と開催メ
ンバーの情報を取得し、会議中、会議前後の参加メンバーによる文書管理システムへのア
クセス状況を解析し可視化して提示し、本構成により、会議の活用状況や、その後の業務
に対する影響の度合いなどを知ることが可能であり、様々な会議に対応する文書管理シス
テムの利用度合いを解析でき、解析に基づいて個々の会議の効果の推測や改善案の提示が
可能となることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１２２２１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、第１の事象に参加する対象者による処理を評価するための情報を提示するに
あたって、その第１の事象に関する文書における履歴に基づいて、その処理を評価するた
めの情報を提示するようにした情報処理装置及び情報処理プログラムを提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
　請求項１の発明は、対象者毎に、複数の対象者が参加する第１の事象に関する文書にお
ける履歴を抽出する抽出手段と、前記抽出手段によって抽出された履歴に基づいて、前記
第１の事象までの期間における前記文書に関する第２の事象間の時間である第１の情報、
前記文書に関する外部からの第３の事象の回数である第２の情報、及び、該第１の事象に
用いられた文書数と該第１の事象によって生成された文書数である第３の情報を提示する
提示手段を具備し、前記提示手段は、前記第１の事象を示す図形と前記対象者毎に区切ら
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れた領域に文書の履歴を時系列で提示し、該領域上に、前記第１の情報、前記第２の情報
又は前記第３の情報を提示し、未来に向けて必要な事象を第４の事象とし、前記第１の事
象と該第４の事象は、木構造を形成しており、該第４の事象に対応付ける対象者を、該第
４の事象の上位にある第１の事象の対象者から選択できるようにすることを特徴とする情
報処理装置である。
【０００７】
　請求項２の発明は、前記第２の情報として、前記対象者が前記文書に対して処理をする
にあたって、過去の情報の参照又は他の対象者から情報を得ることを計数した回数を用い
ることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置である。
【０００８】
　請求項３の発明は、コンピュータを、対象者毎に、複数の対象者が参加する第１の事象
に関する文書における履歴を抽出する抽出手段と、前記抽出手段によって抽出された履歴
に基づいて、前記第１の事象までの期間における前記文書に関する第２の事象間の時間で
ある第１の情報、前記文書に関する外部からの第３の事象の回数である第２の情報、及び
、該第１の事象に用いられた文書数と該第１の事象によって生成された文書数である第３
の情報を提示する提示手段として機能させ、前記提示手段は、前記第１の事象を示す図形
と前記対象者毎に区切られた領域に文書の履歴を時系列で提示し、該領域上に、前記第１
の情報、前記第２の情報又は前記第３の情報を提示し、未来に向けて必要な事象を第４の
事象とし、前記第１の事象と該第４の事象は、木構造を形成しており、該第４の事象に対
応付ける対象者を、該第４の事象の上位にある第１の事象の対象者から選択できるように
する情報処理プログラムである。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の情報処理装置によれば、第１の事象に参加する対象者による処理を評価する
ための情報を提示するにあたって、その第１の事象に関する文書における履歴に基づいて
、その処理を評価するための情報を提示することができる。
【００１１】
　請求項２の情報処理装置によれば、第２の情報として、対象者が文書に対して処理をす
るにあたって、過去の情報の参照又は他の対象者から情報を得ることを計数した回数を用
いることができる。
【００１２】
　請求項３の情報処理プログラムによれば、第１の事象に参加する対象者による処理を評
価するための情報を提示するにあたって、その第１の事象に関する文書における履歴に基
づいて、その処理を評価するための情報を提示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図２】本実施の形態を利用したシステム構成例を示す説明図である。
【図３】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図４】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図５】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図６】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図７】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図８】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図９】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図１０】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図１１】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図１２】本実施の形態を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　以下、図面に基づき本発明を実現するにあたっての好適な一実施の形態の例を説明する
。
　図１は、本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図を示している。
　なお、モジュールとは、一般的に論理的に分離可能なソフトウェア（コンピュータ・プ
ログラム）、ハードウェア等の部品を指す。したがって、本実施の形態におけるモジュー
ルはコンピュータ・プログラムにおけるモジュールのことだけでなく、ハードウェア構成
におけるモジュールも指す。それゆえ、本実施の形態は、それらのモジュールとして機能
させるためのコンピュータ・プログラム（コンピュータにそれぞれの手順を実行させるた
めのプログラム、コンピュータをそれぞれの手段として機能させるためのプログラム、コ
ンピュータにそれぞれの機能を実現させるためのプログラム）、システム及び方法の説明
をも兼ねている。ただし、説明の都合上、「記憶する」、「記憶させる」、これらと同等
の文言を用いるが、これらの文言は、実施の形態がコンピュータ・プログラムの場合は、
記憶装置に記憶させる、又は記憶装置に記憶させるように制御するの意である。また、モ
ジュールは機能に一対一に対応していてもよいが、実装においては、１モジュールを１プ
ログラムで構成してもよいし、複数モジュールを１プログラムで構成してもよく、逆に１
モジュールを複数プログラムで構成してもよい。また、複数モジュールは１コンピュータ
によって実行されてもよいし、分散又は並列環境におけるコンピュータによって１モジュ
ールが複数コンピュータで実行されてもよい。なお、１つのモジュールに他のモジュール
が含まれていてもよい。また、以下、「接続」とは物理的な接続の他、論理的な接続（デ
ータの授受、指示、データ間の参照関係等）の場合にも用いる。「予め定められた」とは
、対象としている処理の前に定まっていることをいい、本実施の形態による処理が始まる
前はもちろんのこと、本実施の形態による処理が始まった後であっても、対象としている
処理の前であれば、そのときの状況・状態に応じて、又はそれまでの状況・状態に応じて
定まることの意を含めて用いる。「予め定められた値」が複数ある場合は、それぞれ異な
った値であってもよいし、２以上の値（もちろんのことながら、全ての値も含む）が同じ
であってもよい。また、「Ａである場合、Ｂをする」という意味を有する記載は、「Ａで
あるか否かを判断し、Ａであると判断した場合はＢをする」の意味で用いる。ただし、Ａ
であるか否かの判断が不要である場合を除く。
　また、システム又は装置とは、複数のコンピュータ、ハードウェア、装置等がネットワ
ーク（一対一対応の通信接続を含む）等の通信手段で接続されて構成されるほか、１つの
コンピュータ、ハードウェア、装置等によって実現される場合も含まれる。「装置」と「
システム」とは、互いに同義の用語として用いる。もちろんのことながら、「システム」
には、人為的な取り決めである社会的な「仕組み」（社会システム）にすぎないものは含
まない。
　また、各モジュールによる処理毎に又はモジュール内で複数の処理を行う場合はその処
理毎に、対象となる情報を記憶装置から読み込み、その処理を行った後に、処理結果を記
憶装置に書き出すものである。したがって、処理前の記憶装置からの読み込み、処理後の
記憶装置への書き出しについては、説明を省略する場合がある。なお、ここでの記憶装置
としては、ハードディスク、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、外
部記憶媒体、通信回線を介した記憶装置、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）内のレジスタ等を含んでいてもよい。
【００１５】
　本実施の形態である情報処理装置１００は、第１の事象に参加する対象者による処理を
評価するための情報を提示するものであって、図１の例に示すように、ログ情報管理モジ
ュール１１０、エポック管理モジュール１２０、ログ情報抽出モジュール１２５、ログ分
析モジュール１３０、分析結果表示モジュール１３５を有している。
　情報処理装置１００は、人を中心としたコミュニケーションの流れを可視化（見える化
）するものである。そして、可視化し、分析することにより、プロジェクト等の進捗が客
観的な視点からわかり、また質を向上させるために不足しているものを明確にし、対策を
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立てることができるようになる。
【００１６】
　ログ分析モジュール１３０は、ログ情報管理モジュール１１０、分析結果表示モジュー
ル１３５と接続されている。ログ分析モジュール１３０は、ログ情報管理モジュール１１
０から、対象者毎に、複数の対象者が参加する第１の事象に関する文書における履歴を抽
出する。ここで「複数の対象者が参加する第１の事象」（以下、エポックともいう）とは
、複数人が関与して行われるものであって、エポック、ゴール、マイルストーン等ともい
われているものであり、具体的には、例えば、会議、会合、発表会等が該当する。なお、
複数の対象者が同じ場所に集まる必要はなく、電子会議等のように遠隔地にいてもよい。
　また、そのエポックには、文書が用いられ、エポック前には文書が準備される。「エポ
ックに関する文書」には、少なくともエポックで用いられた文書が含まれる。なお、文書
とは、主にテキストデータ、場合によっては図形、画像、動画、音声等の電子データ（フ
ァイルともいわれる）、又はこれらの組み合わせであり、記憶、編集及び検索等の対象と
なり、システム又は利用者間で個別の単位として交換できるものをいい、これらに類似す
るものを含む。具体的には、文書作成プログラムによって作成された文書、Ｗｅｂページ
等を含む。そして、「文書における履歴」は、その文書に対して行われた対象者による処
理が含まれる。例えば、文書の作成、編集、閲覧、削除等が含まれる。
【００１７】
　そして、ログ情報管理モジュール１１０から抽出した履歴に基づいて、エポックまでの
期間における文書に関する第２の事象間の時間である第１の情報を算出する。ログ情報管
理モジュール１１０から抽出した履歴に基づいて、文書に関する外部からの第３の事象の
回数である第２の情報を算出する。又は、ログ情報管理モジュール１１０から抽出した履
歴に基づいて、エポックに用いられた文書数とエポックによって生成された文書数である
第３の情報を算出する。なお、この第１の情報、第２の情報、第３の情報のうち、いずれ
か１つ又はこれらの組み合わせを算出すればよい。
【００１８】
　第１の情報は、履歴内の同じ文書に対する処理Ａから処理Ｂまでの時間である。エポッ
クまでの活動でキーとなる事象間の時間を分析（Ａｇｉｌｉｔｙ分析ともいわれる）する
のに必要な情報である。「文書に関する第２の事象」は、ログ情報管理モジュール１１０
に記憶されている文書の履歴であって、前述したように、文書の作成、編集、閲覧、削除
等が含まれる。例えば、対象者Ａによって文書が作成され、対象者Ｂによって閲覧された
場合、文書の作成から閲覧までの時間が第２の情報に該当する。この第２の情報を、文書
毎、対象者毎に算出する。また、期間の開始として、予め定められた日時（年、月、日、
時、分、秒、秒以下、又はこれらの組み合わせであってもよい）を用いてもよい。例えば
、エポックの準備開始日時としてもよい。そして、期間の開始の事象から終了の事象まで
の間に、他の事象が含まれていてもよい。第１の情報として、例えば、文書の作成からエ
ポック直前の事象までの時間、文書が登録されてから他の対象者によって参照するまでの
時間、文書が作成されてから更新されるまでの時間等がある。
【００１９】
　第２の情報は、履歴内の同じ文書に関する外部からの第３の事象の回数である。
　エポックに用いられる文書がどのように進化してきたかを示すものであり、文書の質を
分析（Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ分析ともいわれる）するのに必要な情報である。ここで文書
の質は、その文書作成のために必要となった第３の事象の回数に関係するので、その回数
を計数する。「文書に関する外部からの第３の事象」とは、対象者がその文書に対して処
理をするにあたって、過去の情報の参照又は他の対象者から情報を得ることである。例え
ば、文書作成中に閲覧された文書数、別の対象者からの電子メール数等が該当する。また
、計数対象とする「閲覧された文書」は、文書作成を行っている対象者以外の対象者が作
成した文書としてもよい。外部からの情報を入手したことが、この分析においてキーとな
ることが多いからである。
【００２０】
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　第３の情報は、エポックに用いられた文書数とそのエポックによって生成された文書数
である。
　エポックへのインプット数、アウトプット数によって、そのエポックの影響度を分析（
Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ分析ともいわれる）するのに必要な情報である。「エポックに
用いられた文書」は、会議等のために準備された文書が該当する。「エポックによって生
成された文書」は、会議等の際に作成された議事録等の文書、会議等の結論によって作成
が指示された文書が該当する。具体的には、会議時に利用された資料の数や会議後に作成
された資料の数をカウントすればよい。
【００２１】
　分析結果表示モジュール１３５は、ログ分析モジュール１３０と接続されている。分析
結果表示モジュール１３５は、ログ分析モジュール１３０によって算出された第１の情報
、第２の情報、又は第３の情報を提示する。
　また、分析結果表示モジュール１３５は、エポックを示す図形と対象者毎に区切られた
領域（以下、スイムレーンともいう）に文書の履歴を時系列で提示し、その領域上に、第
１の情報、第２の情報又は第３の情報を提示するようにしてもよい。
【００２２】
　ログ情報管理モジュール１１０は、ログ情報データベース１１５を有しており、エポッ
ク管理モジュール１２０、ログ情報抽出モジュール１２５、ログ分析モジュール１３０と
接続されている。ログ情報データベース１１５内に、文書、エポックに関する対象者によ
る処理の履歴を記憶している。
　エポック管理モジュール１２０は、ログ情報管理モジュール１１０、コミュニケーショ
ンクライアント１４５のエポック操作モジュール１４０と接続されている。エポック管理
モジュール１２０は、エポックに関する処理を管理する。例えば、エポックの作成、変更
、削除等が該当する。エポックの作成とは、例えば、エポックが会議である場合、その会
議の名称、会議が行われる日時、場所、参加者（対象者に該当）等の情報を設定すること
である。
　ログ情報抽出モジュール１２５は、ログ情報管理モジュール１１０、コミュニケーショ
ンゲートウエイ１５０と接続されている。ログ情報抽出モジュール１２５は、ログ情報管
理モジュール１１０内に記憶されているエポック、文書に関する履歴を抽出する。
【００２３】
　コミュニケーションクライアント１４５は、エポック操作モジュール１４０を有してお
り、コミュニケーションゲートウエイ１５０と接続されている。コミュニケーションクラ
イアント１４５は、対象者によって操作される端末であって、パーソナルコンピュータ、
タブレット型端末等が該当する。
　エポック操作モジュール１４０は、情報処理装置１００のエポック管理モジュール１２
０と接続されている。エポック操作モジュール１４０は、マウス、キーボード、タッチパ
ネル、音声、視線、ジェスチャ等を用いた対象者の操作に応じて、エポック、文書等の処
理が行われる。
　コミュニケーションゲートウエイ１５０は、情報処理装置１００のログ情報抽出モジュ
ール１２５、コミュニケーションクライアント１４５、コミュニケーションサーバ１５５
と接続されている。コミュニケーションゲートウエイ１５０は、コミュニケーションクラ
イアント１４５とコミュニケーションサーバ１５５を接続するためのものである。
　コミュニケーションサーバ１５５は、コミュニケーションゲートウエイ１５０と接続さ
れている。コミュニケーションサーバ１５５は、対象者間での電子メール、複数人による
文書の作成等を管理する文書管理装置等におけるコミュニケーションツールを提供するも
のである。
【００２４】
　図２は、本実施の形態を利用したシステム構成例を示す説明図である。
　情報処理装置１００、コミュニケーションクライアント１４５Ａ、コミュニケーション
クライアント１４５Ｂ、コミュニケーションクライアント１４５Ｃ、コミュニケーション
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ゲートウエイ１５０は、通信回線２９０を介してそれぞれ接続されている。通信回線２９
０は、無線、有線、これらの組み合わせであってもよく、例えば、通信インフラとしての
インターネット、イントラネット等であってもよい。コミュニケーションクライアント１
４５は複数あり、それぞれの対象者によって操作され、エポックに必要な文書に対する処
理が行われる。それらの履歴を情報処理装置１００が管理し、分析に必要な情報を提示す
る。
【００２５】
　図３は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。コラボレーションのエポック
３９０が作成され、対象者である初期メンバー（メンバー３１０Ａ、メンバー３１０Ｂ、
メンバー３１０Ｃ，メンバー３１０Ｄ）が決定される。エポック３９０の開催者等によっ
て指定され、このような表示を生成する。また、エポック３９０とメンバーが指定される
ことにより、それらメンバーのスイムレーン（スイムレーン３２０Ａ、スイムレーン３２
０Ｂ、スイムレーン３２０Ｃ、スイムレーン３２０Ｄ）を表示する。このスイムレーンは
メンバー毎に生成されて、各スイムレーン内に、時系列にそのメンバーが行った処理を表
示する。つまり、そのエポックを示す情報とメンバーを示す情報とを対応付ける。図３の
例では、エポック３９０とメンバー３１０Ａ、メンバー３１０Ｂ、メンバー３１０Ｃ、メ
ンバー３１０Ｄを対応付ける。
【００２６】
　図４は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。エポックの中でコラボレーシ
ョンを行うとスイムレーンにリンクが生成される。具体的には、メンバー３１０Ａによっ
て資料作成４２０Ａが行われ、その文書がメンバー３１０Ｂに渡されて、メンバー３１０
Ｂによって資料作成４２０Ｂが行われ、それを表示する。
【００２７】
　図５は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。また、未来に向けて必要なコ
ラボレーションや必要な情報、アクションアイテムがあれば、それをエポック（サブエポ
ックともいわれるものであり、図５の例ではエポック５７０、エポック５８０）としてス
イムレーン内に生成する。エポック間は、ツリー構造又はグラフ構造を構成する。また、
新たに生成されたエポックは、関連するメンバーのスイムレーンに重複するように生成さ
れる。つまり、そのエポックを示す情報とメンバーを示す情報とを対応付ける。図５の例
では、エポック５７０とメンバー３１０Ｃ、メンバー３１０Ｄを対応付け、エポック５８
０とメンバー３１０Ａ、メンバー３１０Ｂを対応付ける。そして、時系列情報として、エ
ポック５７０の後にエポック５８０があることを示す情報（例えば、順位情報）を生成す
る。
　なお、サブエポックに対応付けるメンバーは、そのサブエポックの上位にあるエポック
（図５の例では、エポック３９０は、エポック５７０、エポック５８０の上位にあるエポ
ック）に対応付けられたメンバーから選択するようにしてもよい。これは、メンバー選択
で無関係な者を対象にせず、メンバー選択を容易にするためである。
　そして、メンバーにエポックが割り当てられると、そのメンバーはそのエポックを選択
した上で、文書作成やコラボレーションを行う。例えば、文書のテンプレートに該当する
メタデータ用のプラグイン等を使用してもよい。
【００２８】
　図６は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。あるエポックの前提として必
要なエポックが完結していない場合はハザードとして表示する。図６の例では、時系列と
してエポック５８０の前にエポック５７０があり、エポック５８０を開始するにあたって
、エポック５７０が完結していない場合は、図６の例に示すように、エポック５７０を囲
むような警告を表示する。警告として、エポックの表示の色を変更してもよいし、点滅さ
せる等してもよい。
【００２９】
　図７は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。エポック３９０の開催者は、
スイムレーンに表示されている情報によって、Ａｇｉｌｉｔｙ分析、Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
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ｎ分析、Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ分析等を行うことができる。また、スイムレーン内に
表示されている処理の数によって、エポック３９０に対するメンバーの寄与度分析等を行
ってもよい。
【００３０】
　図８は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。これは、文書記憶装置８００
（ログ情報データベース１１５）内に格納されている文書の履歴の一例を示すものである
。
　会議８９０では、メンバーＡさん、メンバーＣさん、メンバーＤさんが出席したこと、
そして、その会議８９０では、文書８１２、文書８２１、文書８３３が利用されたことを
示している履歴が文書記憶装置８００内に記憶されている。そして、文書８１１は、メン
バーＡさんによって作成され、メンバーＡさんによって変更されて文書８１２となり、会
議８９０で使用されたこと、文書８２１は、メンバーＢさんによって作成され、会議８９
０で使用されたこと、文書８３１は、メンバーＣさんによって作成され、メンバーＡさん
によって変更されて文書８３２となり、メンバーＣさんによって変更されて文書８３３と
なり、会議８９０で使用されたことを示している履歴が文書記憶装置８００内に記憶され
ている。
　ただし、これらの履歴をそのまま図８の例のように表示したのでは、各メンバー等の貢
献度等の分析は困難である。
【００３１】
　図９は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。
　ログ分析モジュール１３０は、ログ情報データベース１１５から会議９９０に使われた
文書、履歴、その格納場所を取得する。そして、その格納場所から文書に対する登録者、
更新者、閲覧者等の情報を取得して、図９の例に示す表示を行う。
　つまり、前述したように、エポックとしての会議９９０が設定され、その会議９９０に
はメンバーＡさん、メンバーＢさん、メンバーＣさん、メンバーＤさんが対応付けられて
おり、それぞれＡさんのスイムレーン９１０Ａ、メンバーＢさんのスイムレーン９１０Ｂ
、メンバーＣさんのスイムレーン９１０Ｃ、メンバーＤさんのスイムレーン９１０Ｄを生
成する。各メンバーのスイムレーン上に、日時情報を基にして、文書の登録、更新、閲覧
イベント等を記載していく。また、その際に文書ＩＤ（文書名でもよい）も記載する。ま
た、同じ文書の登録、更新イベント等の履歴を時系列に沿って、矢印でつないでいく。閲
覧イベントについては、直前の登録イベント又は更新イベントから閲覧イベントへの矢印
を作成する。
　そして、会議９９０には、会議参加９９１Ａ、会議参加９９１Ｃ、会議参加９９１Ｄを
表示し、メンバーＡさん、メンバーＣさん、メンバーＤさんが出席したことがわかる。
【００３２】
　そして、メンバーＡさんのスイムレーン９１０Ａ内で、メンバーＡさんは、文書８１１
について資料作成９１１、資料作成９１２（文書８１１の修正）が行われ、文書８１２が
作成され、文書８３１について資料作成９３２（文書８３１の修正）が行われ、文書８３
２が作成されたことの表示を行っている。また、参照数９７１Ａによって、第２の情報で
ある会議参加９９１Ａまでの資料作成に１個の過去の資料を参照したことを示している。
　また、資料作成９１２がクリックされたことによって、メッセージ９１５を表示し、文
書８１２について、「前回の資料作成９１１から３日要しています。」という第２の事象
間の期間（ここでは、資料作成９１１から資料作成９１２までの間）である第１の情報を
表示している。
【００３３】
　メンバーＢさんのスイムレーン９１０Ｂ内で、メンバーＢさんは、会議９９０に出席し
なかったが、文書８２１について資料作成９２１が行われたことの表示を行っている。ま
た、参照数９７１Ｂによって、第２の情報である文書８２１の資料作成９２１のために１
個の過去の資料を参照したこと又は他のメンバーから情報を得たことを示している。
　メンバーＣさんのスイムレーン９１０Ｃ内で、メンバーＣさんは、文書８３１について
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資料作成９３１、資料作成９３３（文書８３２の修正）が行われ文書８３３が作成された
ことの表示を行っている。また、参照数９７１Ｃによって、第２の情報である会議参加９
９１Ｃまでの資料作成に２個の過去の資料を参照したこと又は他のメンバーから情報を得
たことを示している。
　そして、メンバーＤさんのスイムレーン９１０Ｄ内では、何も表示されていないので、
メンバーＤさんは会議９９０に何も貢献していないことがわかる。
　また、会議９９０がクリックされたことによって、メッセージ９９５を表示し、「会議
９９０で用いられた文書数は３であり、会議９９０で作成要とされた文書数は４です。」
という第３の情報を表示している。
　また、文書８３１について、メンバーＣさんのスイムレーン９１０Ｃ、メンバーＡさん
のスイムレーン９１０Ａの２つのスイムレーンにまたがって処理が行われたこと、つまり
、文書８３３（会議９９０に使用された文書であって、文書８３１に対して修正処理が施
された文書）は、メンバーＡさん、メンバーＣさんのコラボレーションによって作成され
たことを示している。
【００３４】
　さらに、電子メール等を用いた他のメンバーとのやり取りや他の文書の閲覧等の情報を
付加してもよい。
　電子メールの場合は、メールの添付文書や本文内に含まれているＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒ
ｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）から、どの文書に関する作業であるかを判断す
る。
　文書の閲覧の場合は、閲覧しながら作成していた文書を履歴として記憶しており、それ
を利用すればよい。
　この他、複数人の間での対話ログを取れるシステムを利用し、文書を表示しながらの打
ち合わせ、文書を印刷した後の打ち合わせなどの情報も付加するようにしてもよい。
　図１０は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。
　メンバーＡさんが作成した文書８１１について、メンバーＡさんからメンバーＤさんに
電子メール送信１０２１されたこと、メンバーＤさんからメンバーＡさんに電子メール返
信１０２４がされたこと、メンバーＡさんは電子メール受信１０２３したことを表示して
いる。これらは、電子メール内に文書８１１が添付され、メーラーによって返信された場
合に、返信メールは元の電子メールと対応付けられているので、図１０の例に示すような
表示が可能である。
　また、メンバーＢさんが作成した文書１０１４について、メンバーＣさんによって参照
１０３１（閲覧）が行われたことを示している。
【００３５】
　図１１は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。図９の例に示した表示と図
１０の例に示した表示を重ね合わせたものであり、メンバーＤさんも文書８１２の作成に
関与したこと、メンバーＣさんの文書８３１の資料作成９３１については、メンバーＢさ
んが作成した文書１０１４が参照１０３１されたことを示している。ここで、メンバーＣ
さんのスイムレーン９１０Ｃにおいては、メンバーＢさんが作成した文書１０１４を参照
１０３１しているので、参照数９７１Ｃは、２から３に増えている。
【００３６】
　なお、本実施の形態としてのプログラムが実行されるコンピュータのハードウェア構成
は、図１２に例示するように、一般的なコンピュータであり、具体的にはパーソナルコン
ピュータ、サーバとなり得るコンピュータ等である。つまり、具体例として、処理部（演
算部）としてＣＰＵ１２０１を用い、記憶装置としてＲＡＭ１２０２、ＲＯＭ１２０３、
ＨＤ１２０４を用いている。ＨＤ１２０４として、例えばハードディスク、ＳＳＤ（Ｓｏ
ｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）を用いてもよい。エポック管理モジュール１２０、ロ
グ情報抽出モジュール１２５、ログ分析モジュール１３０、分析結果表示モジュール１３
５、エポック操作モジュール１４０等のプログラムを実行するＣＰＵ１２０１と、そのプ
ログラムやデータを記憶するＲＡＭ１２０２と、本コンピュータを起動するためのプログ
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ラム等が格納されているＲＯＭ１２０３と、補助記憶装置（フラッシュメモリ等であって
もよい）であるＨＤ１２０４と、キーボード、マウス、タッチパネル、マイク等に対する
利用者の操作に基づいてデータを受け付ける受付装置１２０６と、ＣＲＴ、液晶ディスプ
レイ、スピーカー等の出力装置１２０５と、ネットワークインタフェースカード等の通信
ネットワークと接続するための通信回線インタフェース１２０７、そして、それらをつな
いでデータのやり取りをするためのバス１２０８により構成されている。これらのコンピ
ュータが複数台互いにネットワークによって接続されていてもよい。
【００３７】
　前述の実施の形態のうち、コンピュータ・プログラムによるものについては、本ハード
ウェア構成のシステムにソフトウェアであるコンピュータ・プログラムを読み込ませ、ソ
フトウェアとハードウェア資源とが協働して、前述の実施の形態が実現される。
　なお、図１２に示すハードウェア構成は、１つの構成例を示すものであり、本実施の形
態は、図１２に示す構成に限らず、本実施の形態において説明したモジュールを実行可能
な構成であればよい。例えば、一部のモジュールを専用のハードウェア（例えば特定用途
向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃ
ｉｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）等）で構成してもよく、一部のモジュールは外部のシステム内
にあり通信回線で接続しているような形態でもよく、さらに図１２に示すシステムが複数
互いに通信回線によって接続されていて互いに協調動作するようにしてもよい。また、特
に、パーソナルコンピュータの他、携帯情報通信機器（携帯電話、スマートフォン、モバ
イル機器、ウェアラブルコンピュータ等を含む）、情報家電、ロボット、複写機、ファッ
クス、スキャナ、プリンタ、複合機（スキャナ、プリンタ、複写機、ファックス等のいず
れか２つ以上の機能を有している画像処理装置）などに組み込まれていてもよい。
【００３８】
　なお、説明したプログラムについては、記録媒体に格納して提供してもよく、また、そ
のプログラムを通信手段によって提供してもよい。その場合、例えば、前記説明したプロ
グラムについて、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明
として捉えてもよい。
　「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、プログラムのイ
ンストール、実行、プログラムの流通等のために用いられる、プログラムが記録されたコ
ンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。
　なお、記録媒体としては、例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）であ
って、ＤＶＤフォーラムで策定された規格である「ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
ＲＡＭ等」、ＤＶＤ＋ＲＷで策定された規格である「ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ等」、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）であって、読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコーダ
ブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）等、ブルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）、光磁気ディスク（ＭＯ）、フレキシブルディスク（
ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去及び書
換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、フラッシュ・メモリ、ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリーカー
ド等が含まれる。
　そして、前記のプログラム又はその一部は、前記記録媒体に記録して保存や流通等させ
てもよい。また、通信によって、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、
メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（Ｗ
ＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等に用いられる有線ネット
ワーク、又は無線通信ネットワーク、さらにこれらの組み合わせ等の伝送媒体を用いて伝
送させてもよく、また、搬送波に乗せて搬送させてもよい。
　さらに、前記のプログラムは、他のプログラムの一部分であってもよく、又は別個のプ
ログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。また、複数の記録媒体に分割して記録
されていてもよい。また、圧縮や暗号化等、復元可能であればどのような態様で記録され
ていてもよい。
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【符号の説明】
【００３９】
　１００…情報処理装置
　１１０…ログ情報管理モジュール
　１１５…ログ情報データベース
　１２０…エポック管理モジュール
　１２５…ログ情報抽出モジュール
　１３０…ログ分析モジュール
　１３５…分析結果表示モジュール
　１４０…エポック操作モジュール
　１４５…コミュニケーションクライアント
　１５０…コミュニケーションゲートウエイ
　１５５…コミュニケーションサーバ
　２９０…通信回線

【図１】 【図２】
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